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「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめ重大事態の調査に関する 

ガイドライン」の策定について（通知） 

標記について、文部科学省初等中等教育局長等から別添のとおり通知がありましたので、国の「い

じめ防止等のための基本的な方針（平成 29年３月 14日改定分）」（以下「国の基本方針」という。）

を参酌し、学校における「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）の見直し、

法の規定を踏まえた組織対応及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に添った重大

事態への対処等、下記事項に留意の上、必要な措置を講じるようお願いします。 

記 

１ 改定事項 

  いじめの防止等のための基本的な方針 

２ 策定事項 

  いじめ重大事態の調査に関するガイドライン 

３ その他 

（１）県の対応について 

   県は、国の基本方針を踏まえ、今後、県の基本方針の見直しを行うなど、必要な措置を講ずる予

定であること。 

（２）留意事項について 

ア 平成 29年度内を目途に学校基本方針の見直しを行うこと。 

イ 職員会議や校内研修会を通じて、学校基本方針に即した対応について、教職員間での共通理解

を図ること。 

ウ 学校基本方針は、ホームページや学校通信に掲載するなど、児童生徒、保護者及び地域住民等

への周知を図ること。 

エ 児童生徒によるいじめ防止の取組等の促進が図られるよう配慮すること。 
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